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北海道伊達市 
【視察項目】 
包括外部監査について 

【目的】 
監査制度の充実と機能強化に関する調査研究のため 

 

１．導入の経緯と手続き 
市長からの指示もあり、平成２３年に職員で研究会を立ち上げ、先進地視察や勉強会を行

う。また、市議会を交えた研修会を行い、導入に向けて検討。①公正性・透明性を確保し

た効率的な行政運営、②コスト意識や経営感覚のある職員の育成、の効果が期待できると

判断。担当は、監査委員会事務局ではなく市長部局（総務部）で対応し、従来の監査とす

み分けをする。包括外部監査経験者の「小規模自治体は数カ年で大きな懸念項目の検証が

済むことがほとんど」との助言により、２カ年の期間限定で実施。 

平成２４年 ６月 市議会委員会にて導入の考え方を説明      １１月 研修会を開催（市職員・市議会議員） 

１２月 「伊達市包括外部監査条例」上程・可決 

平成２５年 ２月 研修会を開催（市職員、市議会議員） 

３月 「包括外部監査の締結について」を上程・可決 

４月 包括外部監査契約書締結（２５年度分） 

平成２６年 ２月 監査結果報告書（２５年度分）の提出       ４月 包括外部監査契約書締結（２６年度分） 

平成２７年 ２月 監査結果報告書（２６年度分）の提出 

３月 議会で条例廃止 

 

２．外部監査にかかる費用 
年間委託料８００万円 ※交付税措置により実質、市の持ち出しは最終的に３０万円。 

 

３．監査人と監査の対象範囲と実施 
外部監査人：公認会計士１名（道外在住、行政事務に識見のある会計士を選任） 

補 助 者：弁護士１名、大学教授１名、公認会計士１名、２６年度は弁護士１名追加 

外部監査人が監査テーマを設定し、２５年度は「資産管理・運営について」、２６年度は「福

祉・社会保障について」で実施した。 

外部監査人が来庁、担当課から所管事務の概要説明、書類や資料閲覧による検証をおこな

う。分からない部分は職員へのヒアリング、現地視察へ行くなどした。特に「なぜ必要な

のか」と厳しく聞かれることもあったという。 

・平成２５年度 ２８日間（ヒアリング１１２回、現地調査１５回）２４課が対象。 
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・平成２６年度 ３４日間（ヒアリング４５回、現地調査１８回）８課が対象。 

 

４．監査人からの指摘事項 
平成２５年度…指摘事項３７件、意見１７９件 

公共施設に関する項目が多く、次いで市営住宅、備品、基金、財産の貸与と続いた。 

（例）公共施設の計画的更新、合併した地域との格差是正（水道料金の統一、集会施設の

統廃合など）、市営住宅（過剰供給、入居者の優先順位など） 

平成２６年度…指摘事項１３件、意見５５件 

障害福祉、高齢者福祉に関する項目が多く、生活保護と続いた。ただし、福祉は法令によ

るものが多いため、指摘事項は少なかった。 

（例）事務（記録をとること、アンケートによる現状把握など） 

 

５．指摘事項への対応と行財政改革への効果 
外部監査人からの指摘事項や意見を受け、対応状況の把握と進行管理をおこなうために「進

行管理実施要領」を作り、措置状況を毎年度２回、監査委員に報告。ＨＰでも公開。 

また、対応状況は「措置済み」、「個別改善検討」、「全庁改善検討」、「意識相違」、「対応困

難」、「その他」で分類。短期間で結論を出せないものもあり、現在も措置に努めている。 

平成２５年度の指摘事項…８３％対応済  平成２６年度の指摘事項…９４％対応済 

（平成２９年度下半期の報告時点） 

 

指摘事項には、長年の懸案事項であったものが多く、業務改善や新たな制度の創設に拍車

がかかった。制度を導入した目的は一定程度達成できた。従来の監査と比べ、より専門的・

客観的な監査が実施できた。 

・利用されていない、著しく利用頻度が少ない施設を無償譲渡や取り壊し処分 

・「伊達市公共施設等総合管理計画」の策定 

・「伊達市債権の管理に関する条例」の制定 

・市職員の効率性、コスト面、コンプライアンス意識の向上  など 

 

６．外部監査人の議会への関与 
・外部監査人が報告書を議員協議会で説明。 

・包括外部監査の廃止後、議員からは報告に基づいた質問も多い。 

 

７．その他（助言等） 
・包括外部監査は報告書提出や公表が目的ではない。 

・外部監査人からの指摘事項等の原因を精査し、措置等の何らかの対応を取り、実際の行

財政運営に活かすことで初めて有効に機能する。 



3 

 

北海道江別市 
【視察項目】 
小中学校の学校選択制及び小規模特認校について 

【目的】 
今後の小・中学校のあり方に関する調査研究のため 

 

Ⅰ 学校選択制について 
１．学校選択制導入の経緯  学校教育法施行規則の一部改正（平成１５年施行）により、市町村の判断で就学すべき
小中学校の指定を変更できることが可能になった。 

平成１５年 ９月 第１回通学区域審議会に「学校選択制」導入を諮問           その後、保護者アンケート、PTA・教職員組合への意見聴取、意見

交換会、教育タウンミーティングの開催 

平成１６年 ２月 第１０回審議会にて導入の答申          市教委で学校選択制導入の基本的な考え方を決定           →市民説明会を開催（７回）       ５月 市教委で導入決定           →保護者への説明会開催（１９回）       ８月 学校案内の冊子配布や HP開設、広報での周知 

平成１７年 ４月 「学校選択制」実施 

 

２．導入の目的 
①子供と保護者の願いに応じた学校選択機会の拡大 

②「特色ある学校づくり」「開かれた学校づくり」の充実推進による学校の活性化 

 

３．審議会等での意見、アンケート等の結果 
賛成意見として、学校活性化の推進、選択の権利保障、通学距離、友達関係などの観点か

ら進めるべきとの意見があり、反対慎重意見としては学校間格差・序列化、地域とのつな

がりが希薄化、遠距離通学の身体的負担、通学時の安全面などがあった。教職員は猛反発。 

３～１５歳児までの児童生徒の保護者１万世帯のうち、２０％を無作為抽出し、４６％か

ら回答。「賛成」・「どちらかと言うと賛成」が６２％、「反対」・「どちらかと言うと反対」

は２７％であった。 

 

４．導入の方法 
・現在の通学区域を維持し、小・中学校とも新１年生のみを選択制の対象とする。 

・隣接する校区の学校を選択できるものとする。 
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小学校の選択範囲：多い校区で６校、少ない校区で２校 

中学校の選択範囲：多い校区で５校、少ない校区で２校 

・受け入れ枠を設定する。 

多い小学校で３５名、少ない学校で５名 

多い中学校で３５名、少ない中学校で１０名 

 

５．選択までの過程、選択した児童生徒数とその理由など 
・学校の一斉公開（２回）→希望申請書の提出→結果通知→入学説明会→入学 

・平成３０年度実績…小学生７５名、中学生４５名（全体の６％）が選択し入学。   初年度は６１名であったが、近年は１１０～１２０名が選択している。 

・保護者へのアンケートでは「満足・ほぼ満足」がほとんどであり、制度として定着して

いる。「学校選択」に関心を持つ保護者が一定数いる。 

・選択制を選ぶ理由：小学校 ①幼稚園の友達関係、②距離の近さ、③兄姉の通学           中学校 ①部活動、②距離の近さ、③友達 

・学力テストでは小学校間の格差は拡大していない。 

・通学は徒歩による。 

 

Ⅱ 小規模特認校について 
江別市内に１小学校（野幌小学校）のみ。昭和６０年代に全校生徒が４０名を切り、複式

学級となっており、廃校の危機にあった。地域住民らの要望により、平成４年、市内全域

から通学できる「小規模特認校」の指定を受けた。 

１．目的  ①心身の健康増進を図り、体力づくりを目指す 

②自然に触れ豊かな人間性を培い、明るくのびのびとした特色ある教育 

２．特色  基本的に授業は他の小学校と変わらないが、学校行事において自然体験活動や異学年交
流が盛んに行っている。 

３．定員など  各学年１６名。野幌小校区内に児童がいる場合、１６名からその数を引く。教員配置は
他の小学校と同じ。卒業後は地元の中学校へ進学している。 

４．申請  保護者の申請→面談→野幌小校長の意見書提出→入学者の決定   ※定員を超える応募があれば抽選（これまで実施したことはない）。 

５．通学方法  公共交通（主にバス）を利用して通学している。運賃は自己負担。 
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北海道北広島市 
【視察項目】 
小中一貫教育について 

【目的】 
今後の小・中学校のあり方に関する調査研究のため 

 

１．小中一貫教育の導入の経緯と目的 
平成２３年より小中連携教育に取り組んできたが、系統性・連続性に配慮した一貫性のあ

る教育活動を展開していくために、２７年より小中一貫教育の準備を開始。教育委員会に

小中一貫教育課を設置し、３名の職員を配置した。 

小中一貫教育により、①学力体力の向上、②豊かな心の醸成、③地域との協働関係強化、

④教職員の指導力向上と協働体制の確立、の効果を見込んでいる。平成３０年４月より、

全ての中学校区で「小中一貫型小学校・中学校（併設型小学校・中学校）」を選択し、実施。 

 

２．導入にあたっての基本方針と取り組み 
平成２９年３月に「小中一貫教育推進基本方針」を決定。北広島市のめざす子ども像を「大

志をいだき 心豊かに たくましく 生きる子ども」とし、３つの取り組みを設定。 

①学びをつなぐ…学力・体力向上を図る連続した学習活動の充実 

②大志をつなぐ…９年間のキャリア教育（「大志学」）の充実 

③人と人をつなぐ…児童生徒、教職員、地域との交流活動の充実 

さらに、各中学校区で発達段階ごとの目標や重点的な視点を定めて、学校・家庭・地域が

共有し、取り組みを具現化する。 

 

３．保護者や地域への周知啓発 
・小中一貫教育を紹介するパネル展の開催、解説リーフレットの全戸配布 

・各中学校区で「教育を語る会」や小中一貫教育推進会議の開催     など 

 

４．小中一貫教育の推進体制 
各中学校区に「小中一貫教育推進会議」を設置。また、各学校に「小中一貫教育推進委員

会」（長は校長）を置き、小中一貫推進教育担当教師が中心となって、部会を置き、取り組

みを進めていく。 

 

５．具体的な取り組み 
①「学びをつなぐ」  （ア）９年間の一貫した指導計画の作成   ・９年間の指導のポイントを明らかにし、小中の教員で「指導計画」「指導方法」開発。 
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・「教科系統表」を作成し、長期的視点に立ったきめ細かな指導の工夫に取り組む。 

→中学校区ごとに指導方法の工夫改善を図る。 

（イ）小学校高学年の指導の工夫  ・相互乗り入れ授業（中学校の先生が小学校で授業）や中学校への体験登校。 

・小学校での一部教科担任制の実施。 

（ウ）中学校区ごとの「スタンダード」の確立と実践  ・子どもや地域の実態に即した系統的・継続的な指導の取り組み方策「スタンダード」
を策定し、家庭や地域に提示。 

（エ）「家庭学習の手引き」の活用  ・各中学校区で作成。 

・保護者の家庭学習の関与を明確化。 

 

②「大志をつなぐ」 

（ア）キャリア教育（大志学）の全体計画、年間指導計画の作成実施 

（イ）「夢ノート」の活用（小４～中３） 

（ウ）職場訪問、職業体験、生き方指導、進路学習 

（エ）日本ハムファイターズとの連携（中学校への講師派遣） 

 

③「人と人をつなぐ」 

（ア）児童生徒の交流の充実 

・（例）小中合同いじめ集会や合唱交流、小学校での部活動紹介  （イ）教職員の協働による学校運営   ・合同研修、授業交流や授業研究  （ウ）学校、家庭、地域が一体となった豊かな教育環境づくり   ・コミュニティスクールの推進、小中 PTAの連携、小中合同の地域貢献活動 

 

６．今後の取り組み  ①各中学校区での取り組み   ・経営方針の共通化   ・学校評価やアンケートの共通評価項目 

・研究課題の共有化   ・全教科の「教科系統表」や「指導計画」の作成  ②教育委員会の取り組み 

・転入教職員への研修会    ・小中一貫教育推進会議の開催 

・周知啓発（ＨＰ、パネル展） ・条件整備（教科書、講師謝礼、旅費等） 

・アンケート等の実施による検証と改善 
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北海道千歳市 
【視察項目】 
道の駅サーモンパーク千歳のリニューアルと運営について 

【目的】 
民間活力を導入した道の駅建設方法とその後の運営に関する調査研究のため 

 

１．リニューアルの経緯 
平成１６年８月 「千歳市サーモンパーク」を道の駅として登録。 

平成１７年６月 旧「道の駅サーモンパーク千歳」の供用開始 

平成６年に整備したトイレの老朽化、飲食物販の施設が点在しており、利用しづらいここ

とから平成２３年からリニューアルに向け着手。①飲食・物販・情報コーナーを１つの建

物に集約、②広くて明るいトイレ、③隣接する水族館や川辺への動線、④トイレを建物の

一番奥に配置、など工夫した。 

平成２６年６月～７月下旬 指定管理者の募集・選定・議会の議決、協定締結 

平成２７年８月 リニューアルオープン 

 

２．施設の概要 
・面 積 延床面積 １,８７０平米（１階建て、鉄骨造） 

敷地面積 ３０，０００平米 

・施設内 農産物直売所（JA）、レストラン２店舗、フードコート４店舗、      物販（シダックス直営）、コンビニ（ローソン、２４時間）、キッズスペース、      事務室、ロッカー室、休憩室、機械室、物品庫、ごみ庫など      トイレ（男：大５・小８、女：１４、キッズトイレ：大１・小１、多目的２） 

・施設外 駐車場（普通車２１３台、バス１４台、身障者６台）、EV充電器１台 

（特記）コンビニは防犯上の観点から設置することに決まった。 

 

３．整備・運営について 
総事業費：約１２億８千万円 

※うち道の駅施設整備費は８億円、商業施設のため一般財源で対応。 

※外構工事は各種補助金（北海道、防衛省等）を活用。 

事業期間：平成２３年度～２７年度 

運営方式：道の駅施設…リース＋指定管理者方式を導入、８年間のリース契約とした。      シダックスが指定管理者。 

駐車場は市が管理。 

指定管理料：０円 

リース料：１０年の割賦により返済（年８,０８８万円） 
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４．来場者数の状況 
平成２７年度…約５６万人（８カ月間のみ）、平成２８年度…１００万人、 

平成２９年度…９９万人  

※リニューアル前は５１万人であった（２５年度）。道内の道の駅では５位。 

 

（平成２８年度実績） 
月別で見ると８月が１３万１千人で一番多く、１２月が４万４千人で一番少ない。冬季の

来場者が少ない。千歳市内…３２％、道内…３３％、道外…２１％であった。また、屋内

のキッズスペースがあることから、子育て世代の利用が多い。来場者の７０％が車での来

場。 

リピーター対策として、隣接する水族館（サーモンパーク）との連携企画（謎解き）、石狩

管内の他の道の駅との連携企画（グルメラリー）を実施。 

 

５．市民の利用 
①キッズスペースの利用、②レストラン・フードコートの利用、③野菜直売での購入、 

④隣接する水族館の利用 など 

 

６．売上について 
見込額…５億１千万円（実際の売上額は公表せず） 

※収益が黒字であればその１／２を市へ納付（赤字であれば不要） 

千歳市への収入…平成２９年度に８２万円（初めてのこと） 

 

７．指定管理料以外のランニングコスト（市負担分・年間） 
建物…１４１万円（法定経費） 

駐車場部分…１,９７２万円（警備、維持管理、除雪） 

 

８．その他 
・事業報告書を年１回、市議会にも提出している。 

・市長のトップダウンで「道の駅」建設が決まった。中身は検討委員会で議論することな

く、議会の委員会で二十数回議論してきた。 

・当初、駐車場部分を含めた指定管理者を募集したが応募は０社であった。コンサルが売

上見込額を７億１千万円としていたが、市役所が事業者にヒアリングし、見込額を下方

修正。さらに駐車場を市の管理に変更。２回目の募集をかけたところ４社からの応募が

あった。 

・現在の指定管理者は市内業者ではないが、レストランやフードコートの出店に様々なル

ートを持っていることが魅力であった。 



〔所感〕丸岡弘満 

【北海道伊達市】 

○包括外部監査について 

包括外部監査制度を導入したことによって行政の細かい所まで監査の鋭いメ

スが入っていると思えた。実際に評価も全国市民オンブズマン連絡会議の「2017

年版包括外部監査の通信簿」の結果発表でも、自治体の措置対応で総合評価結果

Aランク 23自治体が選ばれた中に伊達市も入って高く評価されている。 

平成 25 年と 26 年に 800 万円の委託料が出ているが、平成 24 年に北海道内

の義務付けのない自治体として初めて条例制定したために特別交付税として措

置され、市の持ち出しは 30万円で済んでいる点や、すでに全国で実績のあった

香川県の公認会計士の石川氏を外部監査人として起用したことによって市は期

待以上の結果を残せたとのことであった。また、監査人による 28日間集中をし

て対象部署 9部 24課にヒヤリング 112回と現地調査 15回を実施し、257ペー

ジに及ぶ結果報告（指摘事項 37件、意見 179件）も大変注目すべき点であり、

長年の懸案事項だけでなく、今まで続けてきた事務の方法に対しても業務の改

善や新たな制度の創設などにより、効率的な運用に切り替えることが出来たよ

うである。特に、行政課題への対応や行政事務を外部の専門家によりチェックし

てもらったことで、広い視野をもってコスト意識や経営感覚のある職員の育成

が図られ、監査結果や結果に対する措置の公表のほか、指摘事項等に対する対応

の検討や議会での質問を通して、職員の効率性やコスト面、コンプライアンスの

意識が向上しているそうである。結果、行財政改革の進展に寄与している点が大

変素晴らしく、加西市においても是非とも検討していただきたいと思う。 

 

 

【北海道江別市】 

〇小中学校の学校選択制及び小規模特認校について 

学校選択制については、学校への通学距離の問題やいじめ問題、クラブ活動の

有無や大規模校に馴染めないため小規模校へ行きたいなどを理由に学校を選択

しているが、特に急ぎ加西市で導入する制度でもないと感じた。ただ、江別市の

場合や制度実施状況からみると、加西市も就学指定校の変更（学区外就学）と区

域外就学が認められてはいるが、学校選択の自由はこれまで以上に柔軟に対応

してもよいのではないだろうか。また、それぞれ選択した後の学校生活にもほと



















視察行程表 

 

 

７月３０日（月） 

08：45発  神戸空港（SKY171） 

11：00着  新千歳空港  

※到着時間が遅れたため、伊達市視察の開始時間を遅らせることになった。 

11：15発  新千歳空港駅（JR新千歳空港線：快速エアポート 113） 

11：18着  南千歳駅〔乗換〕 

12：45発  南千歳駅（JR千歳線・室蘭本線：特急スーパー北斗 12） 

13：56着  伊達紋別駅 

14：10～15：30  伊達市視察 

・包括外部監査について 

17：00発  伊達紋別駅（JR室蘭本線：特急スーパー北斗 13） 

※予定は 15：58乗車であったが、線路の異常により列車が大幅に遅れた。 

18：45着  札幌駅 

 【泊】ホテルサンルート札幌 

 

 

７月３１日（火） 

08：53発  札幌駅（JR函館線） 

09：19着  高砂駅 

9：45～11：15  江別市視察 

 ・小中学校の学校選択制及び小規模特認校について 

12：18発  高砂駅（JR函館線） 

12：32着  白石駅〔乗換〕 

12：49発  白石駅（JR千歳線） 

13：04着  北広島駅 

1３：５０～1５：3０ 北広島市視察 

・小中一貫教育について 

15：52発  北広島駅（JR千歳線：快速エアポート 154） 

16：04着  千歳駅 

 【泊】ホテルウィングインターナショナル千歳 

 

 

８月１日（水） 

1０：００～1１：4０ 千歳市視察（道の駅にて） 

・道の駅サーモンパーク千歳のリニューアルと 

運営について 

13：05発  千歳駅（JR千歳線：快速エアポート 124） 

13：12着  新千歳空港駅 

16：05発  新千歳空港（SKY176） 

18：05着  神戸空港 



【平成３０年７月３０日】  
伊達市「包括外部監査について」   
【平成３０年７月３１日】  
江別市「小中学校の学校選択制及び小規模特認校について」    
【平成３０年７月３１日】  
北広島市「小中一貫教育について」    
【平成３０年８月１日】  
千歳市「道の駅サーモンパーク千歳のリニューアルと運営について」   


